
社会保険料（国民年金保険料）控除証明書が発行されます…２　
「ねんきんネット」はマイナポータルとの連携で簡単に利用できます…３　11月はねんきん月間です…４
社会保険事務講習会の開催…5　ご家族の健診受診はお済みですか？…６　
健診結果が「要治療」「要精密検査」の方は必ず医療機関を受診しましょう…７
新規「健康経営宣言」事業所をご紹介します…8

https://www.nenkin.go.jp https://www.e-gov.go.jp

https://www.kyoukaikenpo.or.jp

http://www.syahokyo-akita.jp

北秋田のシンボル「森吉山」は、山頂近くまでゴンドラで行け、気軽にトレッキングを楽しめる人気スポット。
夏は高山植物が咲き乱れる「花の百名山」として知られ、秋はコントラストのすばらしい紅葉が、冬はスキー
と樹氷の名所として有名。
※秋のゴンドラの営業は11月３日まで。また、大雨の影響で所々道路が寸断されていますので、こちら方面へ
お出かけの際は道路状況等のご確認をお願いします。

10 11

ゴンドラ（北秋田市阿仁）



2／社会保険あきた／7年10･11月

日本年金機構からのお知らせ

「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が発行されます

社会保険料控除証明書を電子送付で受け取るには

「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」に関するＱ＆Ａ



社会保険あきた／7年10･11月／3

社会保険料控除証明書を電子送付で受け取るには社会保険料控除証明書を電子送付で受け取るには社会保険料控除証明書を電子送付で受け取るには



4／社会保険あきた／7年10･11月

日本年金機構からのお知らせ

令和７年度（第２回）
「サンクス・フェスティバル」

パスポートについて

日本年金機構は厚生労働省と協力して、

日本年金機構の取組内容

に取り組みます。

年金豆知識

!!

アニメーション動画や「わたしと年金」
エッセイの優秀作品の掲載等、日本年金
機構ホームページに「ねんきん月間」
特集ページを設置します。

日本年金機構公式 X（旧
Twitter)で、年金制度に関す
るミニ講座（知っておきたい
年金のはなし）を実施します。

年金セミナーや年金制度説明会、
出張年金相談会を実施します。

日本年金機構公式X（旧Twitter)
特設案内ページ

詳しくはこちらから



秋田県社会保険協会からのお知らせ

社会保険あきた／7年10･11月／5

秋田県社会保険協会からのお知らせ

「講習会」参加申込書

令和７年度（第２回）令和７年度（第２回）
「サンクス・フェスティバル」「サンクス・フェスティバル」

パスポートについてパスポートについて
販売期間

令和7年11月5日（水）～令和8年2月27日（金）

※東京ディズニーリゾートコーポレートプログ
　ラム利用券は、残りわずかです。利用される
　方は、お急ぎください。

・在職老齢年金について
・カスタマーハラスメントとその対応策について
・座りすぎにご用心　※軽く運動できる服装でおいでください。
年金事務所職員・社会保険労務士
下記の参加申込書にご記入のうえ、郵送またはFAXによりお申し込みください。
秋田県社会保険協会　〒010-0001 秋田市中通６－７－９
電話  018-831-6205　FAX  018-832-3681

【在職老齢年金とカスタマーハラスメントについて】

主 な 内 容

申 込 方 法
申 込 先

講 師

 秋田県内で社会保険の適用を受けている事業所の職員や社会保険事務を担当されている方を主な対象として、
次により「社会保険事務講習会」を開催します。最近は働きながら年金を受け取られる方も増えていることか
らその手続きや受け取り額等について、また、増加傾向にある事業所に対しての限度を超えたクレーム等につ
いて（カスタマーハラスメント）の講習を予定しております。
※定員になり次第締め切らせていただきます。

※社内で回覧してください

開　催　日　時 会　　　　　　　場 定　員

日程・会場・定員

社会保険事務講習会の開催社会保険事務講習会の開催

令和７年度（第２回）
「サンクス・フェスティバル」

パスポートについて



6／社会保険あきた／7年10･11月

全国健康保険協会からのお知らせ
協 会 け ん ぽ
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社会保険あきた／7年10･11月／7

160mmHg

100mmHg

126mg/dL

HbA1c 6.5

LDL 180mg/dL



8／社会保険あきた／7年10･11月

全国健康保険協会からのお知らせ
協 会 け ん ぽ



社会保険あきた／7年10･11月／9

年金の扶養親族等申告書について

Ｑ 　年金の扶養親族等申告書について教えてください。

Ａ

「
還
暦
前
の
刺
激
」

　　　　老齢年金として支払いされる年金額は、税法
　　　上、雑所得として取り扱いされ課税の対象とな
り、その所得税については、基本的に老齢年金の年金
額から源泉徴収されることとなります。
　このため、日本年金機構では、昭和37年１月２日
以降に生まれた方で、老齢年金の年金額が155万円以
上の方、昭和37年１月１日以前に生まれた方で、老
齢年金の年金額が205万円以上の方に「令和８年分扶
養親族等申告書」（以下「申告書」という）を９月中
旬から発送しております。
　扶養親族等が存在する場合は、申告書を提出もしく
は確定申告することにより税の控除を受けることがで
きます。
　現在、お勤め中で年末調整を行う予定の方について
は、扶養親族等が二重に控除（年末調整での控除と申
告書での控除）される場合があり注意が必要です（確

定申告の際に所得税の追加納付をしなければならなく
なる場合があります）。
　なお、日本年金機構では、老齢年金受給者に前年の
支払額、源泉徴収税額、扶養親族等の内訳などを記載
した「源泉徴収票」を毎年１月31日までに送付する
こととしています。
　ご不明な点がございましたらお近くの年金事務所へ
ご相談ください。



▲

―

職
場
内
で
回
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し
ま
し
ょ
う
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第221回  「まごわやさしいこよ」ご存じでしょうか
健康な食生活に役立つ「和の食材」の頭文字を覚えやすく言い表したものです。１日の献立や１回の食事に
必要な食品を摂取するために、簡単にチェックでき栄養のバランスをとることができます。
毎食は大変ですが、頭の片隅にあるだけで日常の食生活の栄養バランスを意識できます。

保険料の納期内納入にご協力ください保険料の納期内納入にご協力ください 月末には社会保険料振替口座の残高確認を
お願いします。

一般財団法人秋田県社会保険協会

★ねんきん定期便・ねんきんネットに関するお問い合わせ

★ねんきんダイヤル（一般的な年金相談）

年金についての相談やお問い合わせ先休日・夜間の年金相談窓口をご利用ください

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1

8

15

22

29

3

10

17

24

2

9

16

5

12

19

26

4

11

18

25

6

13

20

27

7

14

21

28

令和７年11月 令和７年12月

5

12

19

26

1

8

15

22

29

3

10

17

24

31

4

11

18

25

2

9

16

23

30

6

13

20

27

7

14

21

2823
　　30

10

文部科学省、厚生労働省、農林水産省が連携して
策定した、どのように食生活を組み立てたらよい
かを示した指針です。栄養バランスの偏り、生活
習慣病の増加、食料自給率の低下、食料資源の浪
費などの問題が挙げられています。このような問
題に対処して、国民の健康増進、生活の質の向上
及び食料の安定供給の確保を図るため、平成12年
に決定され、平成28年に一部改正となりました。

「まごわやさしいこよ」
ま：豆類（大豆、納豆、豆腐、みそなど）
ご：ゴマ（ナッツなどの種実類）
わ：ワカメ（昆布、ひじき、もずくなど海藻類）
や：野菜（大根、ニンジン、ゴボウなど根菜類）
さ：魚（サバ、イワシ、サンマなど）
し：しいたけ（しめじ、マイタケなどキノコ類）
い：芋類（ジャガイモ、サツマイモ、里芋など）
こ：発酵食品（麹、納豆、乳酸菌）
よ：ヨーグルト


